
宿泊療養施設の入所基準を緩和し、新型

コロナ感染者受入病院の負担軽減を図る。

・原則65歳以下 → ６９歳以下

・保護者同伴の場合

小中学生以上 → 未就学児も可

Ⅲ 今後の重点取組 １．病床・宿泊療養施設の確保
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見直し後の宿泊療養施設の入所基準

以下の要件を満たす症状悪化の可能性が低い軽症の

新型コロナ感染者であること

・１５歳～６９歳の方

（保護者同伴の場合は、未就学児・小中学生も可）

・重症化リスクのある基礎疾患のない方

・免疫抑制状態にない方

・妊娠されていない方

・食事に特段の配慮が必要でない方

・保護者同伴のない場合は、自立して宿泊生活が

できる方
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宿泊療養施設の運用状況

Ⅲ 今後の重点取組 １．病床・宿泊療養施設の確保

※１ 東横INN奈良新大宮駅前は、ＰＣＲ検査や診察等のために用意し
ていた部屋を入所者用に転換することにより、６室追加。

※２ (旧)ホテルフジタ奈良及びビジネスホテル大御門は、施設・設備
のメンテナンスに時間を要する部屋の運用停止により、各１室
減少。

室数

東横INN奈良新大宮駅前 114

（旧）ホテルフジタ奈良 87

ビジネスホテル大御門 53

254

施設名

計
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